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                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 
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委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年５月１７日 ０３時５５分ごろ 

発生場所 和歌山県田辺市沖ノ島付近  

田辺沖ノ島灯台から真方位２８８°５０ｍ付近 

（概位 北緯３３°４３.１′ 東経１３５°１９.５′） 

事故調査の経過 平成２２年８月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

漁船 勝
かつ

一
いち

丸、８.１１トン 

ＷＫ２－２６０８（漁船登録番号）、個人所有 

１１.１３ｍ（Lr）×３.０３ｍ×０.９９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和５１年３月２２日 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ３７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日 平成１６年８月９日 

免許証交付日 平成２０年１２月９日 

（平成２６年８月８日まで有効） 

死傷者等 なし 

損傷 えい
・ ・

航中に沈没 

事故の経過 旋網
まきあみ

 本船は、合計８隻で構成する 船団の灯船で、船長及び甲板員１

人が乗り組み、平成２２年５月１６日１６時３０分ごろ、船団船と共

に和歌山県田辺港を出港し、同港西北西約１５海里（Ｍ）の漁場に至

って操業を行い、翌１７日０３時過ぎ、操業を終えて同港に向け帰途

についた。 

 

 

 

 船長は、操舵室の左舷側で座って手動操舵に当たり、ＧＰＳプロッ

ターに入力していた京都大学田辺中島高潮観測塔灯（以下｢観測塔灯｣

という。)のマークを右舷船首に見る針路とし、約１９ノットの対地速

力で東南東進した。 

船長は、観測塔灯の灯光を右舷船首方に見て航行中、眠気を感じる

ようになったが、操舵室の右側で側壁に寄りかかるようにして睡眠を

とっていた甲板員を起こさず、座ったまま手動操舵を続けるうち、居

眠りに陥った。 

本船は、船長が、居眠りしていて沖ノ島の西方に拡延する岩礁に向

けて航行を続け、０３時５５分ごろ同岩礁に乗り揚げた。 

船長は、乗揚の衝撃で目が覚め、乗り揚げたことを僚船に連絡した。
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本船は、僚船により引き下ろされ、２隻の灯船に横抱きされて田辺

港に向け帰航中、機関室から浸水して沈没した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風速 ０.３m/s 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

その他の事項 本船が所属する旋網船団は、５～７月には、１６時３０分～１７時

００分ごろ田辺港を出港して、同港沖約１３～１６Ｍの海域で操業を

行い、１回の操業に約２時間を要し、日没から翌日０３時ごろまで３

回操業していた。 

船長は、１５日の休漁日には休息をとり、出漁日の１６日０４時０

０分ごろ起床して昼ごろまで自己所有船でかつお釣りをしており、ま

た、操業中には睡眠をとることができないので、睡眠不足の状態であ

った。 

乗揚場所付近にある田辺沖ノ島灯台は、単閃白光、毎３秒に１閃光

で、灯高が１５ｍ及び光達距離が８Ｍである。また、観測塔灯は、モ

ールス符号白光、毎８秒にＵで、灯高が１９ｍ及び光達距離が５Ｍで

ある。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、田辺港沖を同港に向けて手動操舵で

帰航中、単独で操船中の船長が居眠りに陥り、

沖ノ島西方に拡延する岩礁に向けて航行した

ことから、同岩礁に乗り揚げたものと考えられ

る。 

船長は、出漁日に早朝から釣りを行っていた

こと、及び操業中に睡眠がとれなかったことか

ら、睡眠不足の状態であったものと考えられ

る。 

原因 

 

 

本事故は、夜間、本船が、田辺港沖を同港に向けて手動操舵で帰航

中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、沖ノ島西方に拡延す

る岩礁に向けて航行し、同岩礁に乗り揚げたことにより発生したもの

と考えられる。 

 




